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地
域
ぐ
る
み
で
立
ち
向
か
う

．．

論
説

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘

う
専
門
職
は
感
染
病
棟
の
医
療

職
を
軸
に
多
岐
に
わ
た
る


　
地
域
の
医
師
や
看
護
師
ら
が

出
遅
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
拡
大

に
取
り
組
み

自
宅
療
養
や
借

り
上
げ
ホ
テ
ル
の
患
者
も
担
当

す
る

高
齢
者
や
障
害
者
の
施

設
で

職
員
は
感
染
に
お
び
え

な
が
ら
ケ
ア
を
続
け
る

幼
い

子
を
持
つ
医
療
職
や
福
祉
職
の

多
く
は
保
育
士
ら
の
奮
闘
で
辛

う
じ
て
働
け
る


　
新
型
コ
ロ
ナ
は
地
域
の
医
療

・
介
護
・
福
祉
の
連
携
・
一
体

化
を
問
う
脅
威
で
も
あ
る


　
そ
の
地
域
医
療
は

主
に
都

道
府
県
︵
以
下
は
県
と
略
︶
が

担
う

県
は
医
療
計
画
を
定
め

機
能
別
の
病
床
数
等
の
適
正
化

を
図
る
︵
１
期
６
年
︶


　
併
行
し
て
厚
労
省
は

入
院

医
療
を
担
う
２
次
医
療
圏
︵
全

国
３
３
９
︶
を
設
け

病
院
群

の
機
能
別
の
再
編
成
を
急
ぎ


県
単
位
の
３
次
医
療
圏
に
高
度

医
療
を
担
わ
せ
る
︵
北
海
道
内

は
６
カ
所
設
定
︶


　
こ
の
分
野
で
市
町
村
の
存
在

感
は
希
薄
だ
が

市
に
よ
る
独

自
の
﹁
地
域
医
療
計
画
﹂
を
策

定
す
る
先
駆
例
が
出
始
め
た


　
東
京
都
多
摩
地
域
の
稲
城
市

︵
人
口
約
８
・
８
万
人
︶

武

蔵
野
市
︵

・
６
万
人
︶

国

立
市
︵
７
・
６
万
人
︶
が
代
表

例
だ

い
ず
れ
も
高
齢
化
率
は


％
前
後
の
比
較
的
若
い
ベ


ド
タ
ウ
ン
で
あ
る


　
先
頭
を
切

た
稲
城
市
は


レ
セ
プ
ト
分
析
で
２
０
１
５
年

か
ら

年
間
で
高
齢
化
に
よ
り

市
内
の
入
院
患
者
数
を
１
・


倍

外
来
患
者
数
も
１
・

倍

増
加
と
予
測
し
た


　
医
療
機
関
は
病
院
３
カ
所


診
療
所

カ
所

う
ち

時
間

体
制
で
訪
問
診
療
や
往
診
に
あ

た
る
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
は

わ
ず
か
３
カ
所

し
か
も

ア

ン
ケ

ト
で

年
後
に
診
療
所

４
カ
所
は
医
師
の
高
齢
化
等
で

閉
院
予
定

今
後
も
訪
問
診
療

や
往
診
す
る
意
思
の
な
い
診
療

所
は

カ
所
に
上

た


　
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
同
市
は

関
係
団
体
等
と
協
議
し

民
間

病
院
の
内
科
療
養
病
床
を
回
復

期
病
床
へ
転
換

在
宅
療
養
支

援
診
療
所
の
新
規
開
設
等
を
具

体
化
し
た


　
独
り
暮
ら
し
や

歳
以
上
の

要
介
護
者
の
増
加

特
に
認
知

症
の
急
増
は
武
蔵
野
市
で
も
国

立
市
で
も
同
様
だ

３
市
に
共

通
す
る
の
は
①
在
宅
医
療
の
ニ


ズ
と
地
元
の
医
療
機
関
の
現

状
分
析
・
将
来
予
測
は
市
の
責

任
で
あ
る
②
地
域
包
括
ケ
ア
体

制
は
診
療
所
を
軸
に
す
る
地
域

医
療
の
拡
充
な
し
に
は
成
立
し

な
い
③
住
民
の
ニ

ズ
調
査
や

住
民
と
の
対
話
を
踏
ま
え
計
画

を
策
定
し
た
こ
と


　
新
型
コ
ロ
ナ
に

ど
う
対
処

す
べ
き
か

い
ま
だ
手
探
り
状

態
だ
が

各
市
町
村
は
地
元
の

医
師
会

歯
科
医
師
会

看
護

協
会

各
種
介
護
団
体
等
と
よ

り
密
接
な
ネ

ト
ワ

ク
構
築

に
迫
ら
れ
て
い
る

医
療
計
画

や
病
院
医
療
は
﹁
県
の
責
任
﹂

と
敬
遠
は
で
き
な
い


　
介
護
を
軸
に
す
る
地
域
包
括

ケ
ア
体
制

つ
ま
り
地
域
ぐ
る

み
の
支
え
合
い
は

新
型
コ
ロ

ナ
の
脅
威
に
対
し
て
も

整
備

す
べ
き
最
低
限
の
対
策
に
違
い

な
い
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